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会計のインボイス対応について

株式会社ミロク情報サービス

仕訳、伝票に適格請求書発行事業者か
否かの区分を設けました。

■適格請求書発行事業者：課
（課税事業者取引）

■適格請求書発行事業者以外：免
（免税事業者等取引）
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インボイス制度対応の概要

①仕訳・各伝票の入力項目に事業者区分を追加し、課税事業者取引、免税事業者等取引の区別ができるよう対応しました。
②事業者区分は、補助・仕入先に取引先を入力した場合、取引先マスターから自動セットできるよう対応しました。
（補助・仕入先の入力がない場合、課税事業者取引を初期値）

③仕訳の入力処理において、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の計算ができるよう対応しました。
④仕訳帳で「免税事業者等取引」で入力された仕訳を検索できるよう対応しました。
⑤仕訳日記帳、元帳で免税事業者等取引が判断できるように、摘要欄に印「☆または※」を表示・出力できるよう対応しました。

Ⅱ.インボイスに記載された消費税額の入力対応

⑥仕訳入力・各伝票入力において、仕入消費税コード、かつ内税消費税コードの場合に消費税額の変更ができるよう対応しました。
⑦仮受仮払消費税等で「内税仕訳チェック」機能を追加し自動計算との差額を確認できるよう対応しました。

■主な対応内容

Ⅰ.免税事業者との経過措置対応
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免税仕入経過措置入力方法（会社基本情報） 

控除額で仕訳入力する ※初期値
（控除されない分を該当費用に上乗せ）

会社基本情報に経過措置取引仕訳の入力方法の設定ができるよう対応しました。
インボイス制度導入後、免税事業者等からの仕入は仕入税額控除ができなくなりますが、
令和11年9月30日までは経過措置が設けられています。

▼ 経過措置期間の仕訳入力には次のパターンが考えられます。

登録関係 入力関係 帳票関係

パターン1 パターン2

仕訳作成時に80%で計上
仕訳作成時はこれまで通り
期末に経過措置分を計算

（仕入）
1,020円

（仮払消費税）
80円

（未払金）
1,100円

（仕入）
1,000円

（仮払消費税）
100円

（未払金）
1,100円

仕訳入力時に消費税コード「内税」を選択している場合、経過措置を考慮した消費税額の自動計算に対応しました。

この時、パターン1 、パターン2 を選択できるよう、会社基本情報に「免税仕入経過措置仕訳入力方法」を
追加しました。

※消費税コード「外税」を選択している場合、
経過措置を考慮した消費税額の自動計算は行いません。

後で損失計上する
（期末に「雑損失」などに振り替え）

パターン2パターン1
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事業者区分の登録（取引先マスター）

取引先マスターに、事業者区分、適格請求書発行事業者番号などの項目を追加しました。

・取引先マスターに登録番号、事業者区分、登録日、取消/失効日を設けました。

・取引先マスターの事業者区分、 登録日、取消/失効日をもとに、仕訳の事業者区分の判定を行います。

・事業者区分の初期値は登録事業者（課税事業者取引）とします。登録日、取消/失効日は入力なしでも運用可能です。

『各種マスター登録』＞『取引先』＞『取引先登録』操作

登録関係 入力関係 帳票関係

※ご利用にあたっては会計事務所側で取引先の
採用が必要となります。
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事業者区分の登録（取引先マスター）

取引先マスターに、事業者区分、適格請求書発行事業者番号などの項目を追加しました。

・登録番号入力時、適格請求書発行事業者公表サイトのAPIを利用した照合を行うことができます。

・登録番号検索エクスプローラーに登録番号を入力して照合を行い、該当する登録番号があると結果が画面に表示されます。

  また、照合結果より登録日、取消/失効日を取込み、登録することもできるようになっています。

※APIを利用するにはインターネットへの接続が必要となりますが、インターネットに接続できない環境でも、国税庁サイトより
事前にCSVのダウンロードを行い、MJSシステムへ取込みすることで、照合することも可能となっています。

『各種マスター登録』＞『取引先』＞『取引先登録』操作

登録関係 入力関係 帳票関係
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事業者区分の確認（取引先マスター）

ツールバーに「登録番号確認」ボタンを追加し、取引先の登録番号を一括で確認できるよう対応しました。
・適格請求書発行事業者公表サイトのAPIを利用した照合を行うことができます。
・確認結果はCSVファイルで出力します。

※APIを利用するにはインターネットへの接続が必要となりますが、前ページと同様にCSVファイル取込による照合も可能です。

『各種マスター登録』＞『取引先』＞『取引先登録』操作

登録関係 入力関係 帳票関係

・事業者区分差異
・登録年月日差異
・取消年月日差異
・失効年月日差異
・取引先コード

・正式名称
・登録番号
・事業者区分
・登録年月日（取引先マスター）
・取消／失効日（取引先マスター）

・登録名称
・登録年月日（公表サイト）
・取消年月日（公表サイト）
・失効年月日（公表サイト）

CSVの出力内容は次の通りです。
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「仕訳入力関係」の対応一覧

① 仕訳入力・伝票入力処理などの項目に、事業者区分を追加しました。
・仕訳の入力項目に事業者区分を追加し、課税事業者取引、免税事業者等取引が区別できるよう
対応しました。

      ・事業者区分は、補助、仕入先に取引先を入力した場合、取引先マスターから自動セットできるよう
対応しました。（補助、仕入先の入力がない場合、課税事業者取引を初期値とします。）
・一括置換の対象項目に事業者取引区分を追加しました。

② 仕訳の入力処理において、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の計算ができるよう対応しました。
    ※会社基本情報の「免税仕入経過措置入力方法」の設定により動作します。

      経過措置期間は、下記の通りです。
  2023年(令和5年)10月1日～2026年(令和 8年)9月30日まで･･･仕入税額相当額の80％
  2026年(令和8年)10月1日～2029年(令和11年)9月30日まで･･･仕入税額相当額の50％

③ 仕訳帳で「免税事業者等取引」で入力された仕訳を検索できるよう対応しました。

④ 内税消費税を変更できるよう対応しました。
 ・仕訳入力・各伝票入力において、仕入消費税コード、かつ内税消費税コードの場合に内税消費税

を変更できるよう対応しました。
     ・仕訳帳で「内税消費税額」を修正した仕訳を検索できるよう対応しました。
     ・仮受仮払消費税等で内税仕訳チェックを追加し自動計算との差額を確認できるよう対応しました。

【仕訳入力関係】
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事業者区分の追加

仕訳入力・伝票入力処理などの項目に、事業者区分を追加しました。

・免税事業者等との取引かを区別できるよう、事業者区分の追加を行いました。

項目の追加位置は、消費税コードの下になります。

事業者区分へのフォーカス遷移は行わず、金額項目にフォーカスがあるときに、「F3：事業者区分」押下で切替を行います。

『入力処理』＞『仕訳入力』
『入力処理』＞『振替伝票』操作

仕訳入力 振替伝票

■課税事業者取引  ：課
■免税事業者等取引：免

登録関係 入力関係 帳票関係
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事業者区分の自動セット

仕訳入力・伝票入力処理などの項目に、事業者区分を追加しました。

・取引先マスターを利用して事業者区分の初期値の設定が行えるよう対応しました。

 ※取引先マスターの採用がない場合、仕訳・伝票入力画面の事業者区分は課税事業者取引で初期セットされます。

取引先マスターを利用して事業者区分の自動セットは、仕訳入力情報の「仕入税額控除の記載事項の入力方法」
の設定によって、判定方法が異なります。

■「摘要に入力」を選択している場合

■「仕入日、仕入先を摘要の他に入力」を選択している場合（下記画面）

・仕訳明細の仕入科目に仕入先補助（取引先マスター）の入力がある場合 →選択された取引先マスターからセット
・貸借で仕入科目の仕入先（取引先マスター）が入力された場合 →借方を優先
・仕入科目に仕入先補助（取引先マスター）の入力がない場合 →相手科目に入力された仕入先補助（取引先マスター）よりセット

※振替伝票は、相手科目・補助の入力前に事業者区分が決まります。

・仕入先を取引先マスターから登録した場合 →選択された取引先マスターからセット
※科目に補助として仕入先（取引先）を採用する必要はありません。

登録関係 入力関係 帳票関係

※設定の変更が必要な場合は会計事務所担当者にご連絡してください。
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経過措置を考慮した消費税額を自動計算

仕訳の入力処理において、“免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置”の計算ができるよう対応しました。
・消費税コードが内税の場合、経過措置を考慮した消費税額を自動計算します。
※会社基本情報の「免税仕入経過措置入力方法」の設定が「控除額で仕訳入力する」の場合に動作します。
※仕入日または伝票日付によって経過措置80%、50%、0%を自動判定します。

『入力処理』＞『仕訳入力』
『入力処理』＞『振替伝票』

操作

振替伝票仕訳入力

※R5年10月1日の為、下記例は80％で自動計算

※R5年10月1日の為、下記例は80％で自動計算

登録関係 入力関係 帳票関係
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免税事業者等取引の検索

仕訳帳で「免税事業者等取引」で入力された仕訳を検索できるよう対応しました。

・その他条件ダイアログの「消費税検索条件」タブに「免税事業者等取引で入力された仕訳のみ出力する」を

追加して、検索できるようにしました。

『入力処理』＞『仕訳入力』＞「指示：仕訳帳」にて仕訳帳を表示して「F8：その他条件」-消費税検索条件タブ操作

登録関係 入力関係 帳票関係
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内税消費税の変更

仕訳の入力処理において、仕入消費税コード、かつ内税消費税コードの場合に内税消費税を変更できるよう対応しました。

•内税の場合、自動計算した消費税額を、インボイスに記載された消費税額に手修正できるよう対応しました。

•金額入力確定時に消費税額を自動計算し、消費税額項目はスキップします。

•金額項目の次項目にフォーカスがある時に、「←」押下で消費税額にフォーカスを移動し消費税額の修正が可能です。

『入力処理』＞『仕訳入力』
『入力処理』＞『振替伝票』

操作

仕訳入力 振替伝票

■自動計算した消費税額の
手修正が可能です。

登録関係 入力関係 帳票関係
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内税消費税を修正した仕訳を検索

内税消費税を修正した仕訳を検索できるよう対応しました。

•その他条件ダイアログの「消費税検索条件」タブに「消費税額を修正した仕訳を出力する」を追加して、検索できるように

 しました。「外税消費税額」を修正した仕訳も検索できるように合わせて対応しました。

『入力処理』＞『仕訳入力』＞「指示：仕訳帳」にて仕訳帳を表示して「F8：その他条件」-消費税検索条件タブ操作

登録関係 入力関係 帳票関係
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入力についてのまとめ

準備：取引先マスターに取引先の情報を登録

入力時：事業者区分（「課」「免」）に気を付ける

入力時：取引先を使えば登録した情報が自動で入る

入力時：使わない場合は課税事業者か免税事業者か確認する



税理士法人 堀江会計事務所
©2023 Tax Co. Horie Accounting Office. All Rights Reserved.

基本料金     50件まで 30,000円
 ～追加50件ごとに 20,000円

依頼期限 9月29日 （金） 17時 30分まで

期限後のご依頼の場合
 上記に追加で、  100,000円

となります。

弊社に登録作業をご依頼いただく場合



税理士法人 堀江会計事務所
©2023 Tax Co. Horie Accounting Office. All Rights Reserved.

弊社に登録作業をご依頼いただく場合
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※「iCompassNX」「iCompassNX会計」「iCompassNX会計Plus」は㈱ミロク情報サービスの商標または登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※記載された内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

2023.06

編集
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